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令和４年台風第１５号による被害及び 
消防機関等の対応状況（第１報） 

（これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。） 
 

  令和４年９月２６日（月）８時００分 
消 防 庁 災 害 対 策 室 

 

１ 気象の状況（気象庁情報） 

  顕著な大雨に関する全般気象情報 
  ９月２３日 １７時３９分 発表 愛知県 
        ２２時４９分 発表 静岡県、愛知県 
  ９月２４日  ５時０９分 発表 静岡県 
 

２ 被害の状況 

(1)  人的・住家被害 

 

 

 

 

 

 

 

 

※静岡県（掛川市）の死者１人については、(3)その他の被害（静岡県掛川市）の死者１人と同一である。 

※静岡県（川根本町）の行方不明者１人については、(3)その他の被害（静岡県川根本町）の行方不明者１人と同一である。 

   《死者の内訳》 

   【静岡県】掛川市１人、袋井市１人 

   《行方不明者の内訳》 

   【静岡県】川根本町１人 

 

(2) 孤立の状況 

   【静岡県】 

   ・静岡市（葵区油山）の旅館において、土砂崩れによる道路寸断により孤立が発生 

    →静岡市消防ヘリコプターにより、宿泊客（４人）を救助（負傷者なし） 

   ・静岡市（清水区清地）において、橋の崩落による孤立が発生 

    →静岡市消防ヘリコプターにより、地区住民３１人を和田島地区へ移送 

   ・島田市川根町（笹間地区）において、道路が寸断され孤立している状況の中、救急事案（本災害

とは無関係）が発生 

    →静岡市消防ヘリコプターにより、傷病者（１人）を医療機関へ搬送 

    →孤立は解消済み 

 

(3) その他の被害（消防本部情報等） 

【静岡県】 

・浜松市において、地滑りにより住宅が倒壊し、１人が取り残される救助事案が発生 

 →救出済み（軽傷１人） 

・掛川市において、土砂崩れにより住宅が倒壊し、１人と連絡がとれないとの通報あり 

 →救出済み（死者１人） 

   ・川根本町において、陥没した路面に自動車が転落し、１人が取り残される救助事案が発生 

    （行方不明者１人） 

    →静岡市消防局にて捜索活動中 
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３ 避難指示等が発令されていた市町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 都道府県における災害対策本部等の設置状況 

(1) 災害対策本部 

【設置】静岡県 

【廃止】愛知県、三重県 

 

(2) その他の警戒体制等 

   福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、岐阜県、愛知県 

   ※全て廃止済み 

 

５ 地元消防機関等の対応 

  ９月２４日  ８時４３分 浜松市消防ヘリコプターにより、浜松市の情報収集活動を実施 

 ８時５５分 静岡市消防ヘリコプターにより、静岡市（葵区油山）の旅館に取り残さ

れた宿泊客４人を救助 

１１時０３分 静岡市消防ヘリコプターにより、静岡市（清水区中河内）の傷病者１人

を医療機関へ搬送 

１１時１８分 静岡県防災ヘリコプターにより、焼津市、島田市等を流れる大井川沿い

の情報収集活動を実施 

１３時３２分 静岡市消防ヘリコプターにより、島田市川根町の傷病者１人を医療機関

へ搬送 

  ９月２５日  ７時４０分 静岡市消防ヘリコプターにより、静岡市（葵区井川）の傷病者１人を医

療機関へ搬送 

        １１時２０分 静岡市消防ヘリコプターにより、静岡市（清水区清地）の地区住民３１

人を和田島地区へ移送 

１６時４５分 静岡県防災ヘリコプターにより、NTT職員（２人）を島田市川根町の交

換局へ輸送 

 

６ 消防庁の対応 

９月２２日 １６時３０分  応急対策室長を長とする消防庁災害対策室を設置（第１次応急体制） 

         １６時４９分 都道府県、指定都市に対し「日本の南の熱帯低気圧についての警戒情報」

を発出 

 

問い合わせ先 

  消防庁災害対策室 

  ＴＥＬ  03-5253-7527  

  ＦＡＸ  03-5253-7537 

都道府県 緊急安全確保 避難指示

茨城県 石岡市、大子町

栃木県 宇都宮市、高根沢町

千葉県 南房総市

神奈川県 横浜市、鎌倉市

静岡県 浜松市、磐田市、袋井市
静岡市、浜松市、富士市、磐田市、焼津市
掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市
牧之原市、吉田町

愛知県 西尾市、田原市、幸田町

三重県 伊勢市、鳥羽市、志摩市


